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平成平成平成平成２１２１２１２１年第年第年第年第２２２２回南丹市議回南丹市議回南丹市議回南丹市議会会会会６６６６月月月月定例定例定例定例会会会会会議録会議録会議録会議録（（（（第第第第４４４４日日日日）））） 

平成２１年６月１１日（木曜日） 

 

議事日程議事日程議事日程議事日程（（（（第第第第４４４４号号号号））））    

平成２１年６月１１日 午前１０時開議 

    日程第 1   一般質問 

    日程第 2   議案第８６号から議案第９７号（質疑、付託） 

    日程第 3   請願審査について（付託） 

    

本日本日本日本日のののの会議会議会議会議にににに付付付付したしたしたした事件事件事件事件    

    日程第 1   一般質問 

 日程第 2   議案第８６号 南丹市税条例の一部改正について      （市長提出） 

議案第８７号 南丹市国民健康保険税条例の一部改正について（市長提出） 

議案第８８号 南丹市国民健康保険条例の一部改正について （市長提出） 

議案第８９号 南丹市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の 

一部改正について             （市長提出） 

議案第９０号 京都地方税機構の設立について       （市長提出） 

議案第９１号 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数 

の減少及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更につい 

て                    （市長提出） 

議案第９２号 京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公 

共団体の数の増加及び京都府市町村議会議員公務災害補償等 

組合規約の変更について          （市長提出） 

議案第９３号 平成２１年度南丹市一般会計補正予算（第１号） 

（市長提出） 

議案第９４号 平成２１年度南丹市簡易水道事業特別会計補正予算(第１号) 

（市長提出） 

議案第９５号 平成２１年度南丹市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

（市長提出） 

議案第９６号 平成２１年度南丹市土地取得事業特別会計補正予算(第１号) 

（市長提出） 

議案第９７号 平成２１年度南丹市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

（第１号）                （市長提出） 

    日程第 3   請願審査について 
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出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（２５２５２５２５名名名名））））    

 1 番 仲   絹 枝    2 番 大  一 三     3 番 高 野 美 好 

 4 番 森    次    5 番 川 勝 眞 一     6 番 末 武   徹    

 7 番 橋 本 尊 文    8 番 中 川 幸 朗     9 番 小 中   昭 

 11番 川 勝 儀 昭    12番 藤 井 日出夫    13番 矢 野 康 弘 

 14番 森   嘉 三    15番 仲 村   学    16番 外 田   誠 

 17番 中 井 榮 樹    18番  村 則 夫    19番 井 尻   治 

 20番 村 田 憲 一    21番 松 尾 武 治    22番 高 橋 芳 治 

 23番 八 木   眞    24番 村 田 正 夫    25番 谷   義 治 

 26番 吉 田 繁 治 

 

欠席議員欠席議員欠席議員欠席議員（（（（なしなしなしなし））））    

 

事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名事務局出席職員職氏名    

        事 務 局 長            勝 山 秀 良                    局 長 補 佐   森   雅 克 

  主 任   西 田 紀 子     主 任   安 木 裕一郎 

 

説明説明説明説明のためのためのためのため出席出席出席出席したしたしたした者者者者のののの職氏名職氏名職氏名職氏名    

市 長     佐々木 稔 納     副 市 長     仲 村   脩 

副 市 長     岸 上 吉 治     教 育 長     牧 野   修 

参 与     國 府 正 典     参 与     浅 野 敏 昭 

参 与     中 島 三 夫     
総合政策担当部長

兼総合政策室長

 
大 野 光 博 

総 務 部 長     松 田 清 孝     企画管理部長     上 原 文 和 

市 民 部 長     西 村 良 平     福 祉 部 長 

兼福祉事務所長

 
永 塚 則 昭 

農林商工部長     神 田   衛     土木建築部長     山 内   明 

上下水道部長     井 上 修 男     教 育 次 長     東 野 裕 和 

会 計 管 理 者     小 寺 貞 明           

 

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分開分開分開分開議議議議    

 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君））））    皆さん、おはようございます。 

ご参集、ご苦労さんでございます。 

ただいまの出席議員は２５名であります。 
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定足数に達しておりますので、これよりただちに本日の会議を開きます。 

 

日程第日程第日程第日程第１１１１    一般質問一般質問一般質問一般質問    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ただちに日程に入ります。 

日程第１「一般質問」を行います。 

  通告により、順次発言を許します。 

  まず、６番、末武徹議員の発言を許します。 

  末武議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（６６６６番番番番    末武末武末武末武    徹君徹君徹君徹君）））） 皆さん、おはようございます。議席番号６番、丹政クラブ

所属の末武徹でございます。議長のお許しを得ましたので、通告にしたがいまして、一

般質問をさせていただきます。 

  市長におかれましては、課題多い市政の運営に日々ご苦労をいただいておりますこと、

敬意を表するところでございます。また、新型インフルエンザの影響で南丹市への入込

客も激変をしておりまして、宿泊所等のキャンセルも続いておるということをお聞きを

しておりまして、経済不況に加えて、このインフルエンザの打撃というものは、非常に

南丹市にとっても大きいものがあろうというふうに思っております。早く終息宣言が出

されて、活気ある南丹市に戻ることを願っておるところでございます。本日は一般質問

三日目でございまして、市長をはじめ理事者の皆さん、そして、出席をいただいており

ます幹部職員の皆さん方、大変お疲れだろうというふうに存じますので、私は簡潔に質

問をさせていただきます。そういうことでございますので、明解で前向きなご答弁をい

ただきたいと、こんなことをお願いしながら質問に入らせていただきます。また、私の

質問の内容は、昨日、一昨日と他の同僚議員からも出された関連した質問もございます

が、重複する部分もあって恐縮でございますが、私なりに質問をさせていただきます。 

  ３点、一つは南丹市道にかかる橋りょうの老朽度と言いますか、安全度と言いますか、

そういった点検結果について１点。２点目は、公共事業における地元業者への発注状況

について。３点目は、これも昨日、一昨日とたくさんの議員から質問がございました、

新しい地域活性化・経済危機対策臨時交付金について。以上、３点について質問をさせ

ていただきます。 

  まず、１点目でございますが、平成２０年度予算で南丹市の市道にかかる橋りょうの

老朽度、安全度について、この点検が予算化をされまして、順次、その安全度について

点検等が進められていると思っておりますが、その進捗状況について、どのぐらい進ん

で、そのぐらい危ない橋があるのか、安全な橋はいくらあるのかと、はっきりした数値

でお答えをいただきたい。また、その中で緊急に補修なり、改修をしなきゃならん橋り

ょうが、危険な橋りょうがいくらぐらいあるのか、これについてお伺いをいたしたいと

思います。 

そして、補修等必要な橋りょうにつきましては、今後の改修、補強計画、これを立て
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られておるのか、また改修、補強について、どういった観点で優先順位をつけて、これ

から取り組もうとされておるのか、市長のご見解をお伺いをいたします。 

  ２点目は、公共事業における地元業者への発注状況についてであります。 

これまで市としては、できるだけ地元業者に優先的に仕事を任せていきたいと、こう

いう方針であるということを機会あるごとにお聞きをしてまいりましたが、平成２０年

度、地元業者に発注した事業は全体の大体何％ぐらいなのか、アバウトでよろしいので

お答えをいただきたい。 

また、地元業者に発注した工事等の中身、どういうふうな種類のものが地元業者に多

く発注されておるのか、こういうものが地元でなく、南丹市外のほうでの事業主にお願

いしておるというあたりの色分けを、お教えをいただきたい。これが２点目でございま

す。 

  ３点目でございますが、地域活性化・経済危機対策臨時交付金についてでございます。 

政府は去る４月に、２１年度補正予算編成において、この臨時交付金総額１兆円を編

成をいたしまして、各市町村への交付額を発表したところでございます。この交付金に

ついては、南丹市には７億４００万円が交付をされるというふうに伺っております。こ

れに関しては、昨日まで何名かの同僚議員の質問に対し、市長は地域の活性化につなが

るインフラ整備や、また、市民生活の安全・安心に視点をおいて、有効な活用を考えて

いきたい、今後、国等の動向がはっきりした段階で９月議会を待たず、臨時議会をもっ

て、この活用方途を示していきたい、こういうふうな答弁であったと思いますが、今後

この交付金をどのように活用していかれるおつもりか、もう少し具体的なお考えがあれ

ば、お聞かせをいただきたいと思います。 

私は、１点目の橋りょうの部分の質問と関連しますが、近い将来どうしても手がけな

けりゃならん橋りょうの補修、改良、また学校の耐震化の対策等々に活用をされるべき

だと考えますが、市長の見解をお伺いをいたします。 

  以上、３点について、この場での第１回目の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

     佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） おはようございます。それでは末武議員のご質問にお答えを

いたします。 

  まず、第１点目でございます市道にかかります橋りょうの老朽度点検等につきまして

のご質問をいただきました。旧町ごとで橋りょう台帳を整えていただいておったわけで

ございますけれども、合併後、その台帳を整備する中で整合性を図らなければならない、

また、現状との確認をしなければならない、そういった台帳整備という意味合いも兼ね

まして、健全度を把握することが重要であるということから、市内にございます市道に

かかる５３６の橋を対象にいたしまして、点検調査を実施しておるところでございます。
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これは平成２０年度から３カ年という計画で、平成２０年度は園部、八木区域内の２５

１の点検を行いました。２１年度につきましては日吉区域の１３３の実施に向けて、今、

準備を進めておるところでございます。また、平成２２年度には美山区域の１５２の予

定をいたしております。こういった中で現在の進捗率、園部、八木分でございますね、

４６．８％ということになっております。現在この園部、八木区内で点検をいたしまし

た結果、修繕が必要があると認められますのは、２１ございます。今後、２２年度まで

に全５３６の点検を進めていくということにいたしております。当然、この修繕の必要

があるということになってまいりますと、修繕をいたさなければならないということに

なってまいります。今、そういった中でどういうふうな優先度ということでございまし

たが、まずは重要路線のネットワークを構築する橋りょうを重要橋りょうと位置づけな

ければならないというふうに考えておりますし、また、緊急度の高い橋りょう、こうい

ったことも優先的に考えなければならない、こういうことを計画的に修繕していくとい

う方向で、今、進めておるところでございます。こういった調査資料をもとに、将来に

わたる、一つは修繕もございますけれども、長期にわたって維持管理計画を立てること

も必要ですし、また、予防的な維持管理を行っていく必要もあります。今、国のほうで

も補助施策をもっていただいておりますが、長寿命化という、できるだけ長くもたすと

いうことも提案されておりますので、こういった国の補助制度等も活用しながら、修繕、

架け替えへの費用の削減も図っていきたい。安全を守るという観点からも、計画的に実

行していきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りますようにお願いをい

たす次第でございます。 

  次に、公共事業での市内業者への発注状況ということでございましたが、全体、平成

２０年度の公共事業実施にあたりまして、土木一式、建築一式、その他工事と分けまし

て、全部で２３０件ございます。全部の公共工事２３０件のうち、２０４件を市内業者

に発注しております。割合としては８８．７％となっております。その中で土木工事に

つきましては９８．９％、建築工事においては９３．３％ということになっております

けれども、その他工事の部分で電気工事とか、また、ＩＴ関係の通信工事、舗装工事、

水道施設の関連工事等も、このその他工事に含まれておりますけれども、ほぼ、こうい

った中で市外の業者に発注せざるを得ないというふうな案件があることがその部分でご

ざいますので、ご理解をいただきたいというふうに存ずる次第でございます。 

  また、地域活性化の経済危機対策臨時交付金等の件につきまして、ご質問をいただき

ました。 

この件につきましては、一昨日からのご質問の中でも、るるお答えいたしておるとこ

ろでございますけれども、やはり基本的な方針といたしまして、これを活用することに

よりまして地域経済の活性化を図る。また、身近なそれぞれのご要望をいただいておる

事業につきまして、対応させていただくということにいたしております。こういった中

で２０年度の地域活性化・生活対策臨時交付金についても、地元市内業者の皆さん方に
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発注できる事業が中心になっております。今回に予算化におきまして、道路橋りょう、

河川、水道、施設改修等の土木建築費約４億円ということになっております。大部分が

地元でお世話になれるというふうに考えております。また、地域に密着した団体に対す

る補助金、干ばつ、また、農道整備等への補助金もございますので、この地域を元気に

するという効果を期待いたしておるところでございます。 

また、２１年度補正で地域活性化・経済危機対策臨時交付金等７億４００万円という

ことを、今、予定をしていただいておるわけでございますけれども、これにつきまして

も当然、同様に市民の皆様方から要望が高く、また、市民生活の安心・安全につながる

事業、これを実施することによりまして、地域経済の活性化につなげていきたいという

ふうに考えております。 

また、今、ご質問の中でご提言をいただきました耐震とか、また橋りょうの改修とか

いうふうなことにつきましても、対応を検討いたしたいというふうに考えておるところ

でございますので、ご理解や、また、ご協力を賜りますようにお願いを申し上げまして、

答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁が終わりました。 

  末武議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（６６６６番番番番    末武末武末武末武    徹君徹君徹君徹君）））） 前向きな答弁を今日はいただけたなというふうに喜んでお

りますが、過疎地域自立促進計画を見ておりますと、美山町内の橋りょう改良で７橋り

ょうの改良が計画にあがっております。その中身を見ますと、主に由良川上流美山川に

かかります生活に欠かせない橋りょうでございまして、主に調べますと、昭和３７、８

年前後に建設をされたもので、大体５０年近くが経過をしておりまして、その橋の幅等

は、大体軽トラックがなんとかこすれんように走れる狭い幅の橋りょうでございまして、

なんとか早期の改修、改良が待たれておるところでございます。これは過疎法をもって

計画されておる自立促進計画でございますので、今年度末をもって過疎法が期限切れと

いうことでございます中で、引き続きこの法の延長を要請をいただいておるということ

は承知をしておりますが、この際ですね、過疎法に頼らずに、今申しました臨時対策交

付金を使ってですね、危険な橋りょうからなんとか改修、改良を手がけていただけない

か、市民に見える形でですね、南丹市市長さん、財政難の中でよう頑張ってはるなと。

こういう市民の目に映る動きと言いますか、事業の展開と言いますか、こういうものを

思い切って考えられたらどうかと。非常に市内が冷え込んでおりますので、元気が出る

ような部分を、もっとなさったらどうかなと、こういうふうに思っておるところでござ

いますので、再度、市長のお考えをお伺いをいたしたい、こういうふうに思います。 

  次に、前々回でしたか、ＣＡＴＶの事業完了によりますテレビの共同受信施設の撤去

の部分につきまして、私は地元業者に何とかそれぐらいは任せたらどうかということを

申し上げ、そのとき担当部長からは地元業者に任せますと。ただ、旧町の業者にしばる

ものではないというただし書きはございましたですけども、地元業者に任せていく方針
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だと、こういうふうな答弁をいただいたことを記憶しておるわけでございますが、実際、

仕事を請け負ったＮＨＫアイテックという大阪にある業者でございますが、これが請け

負って、その中で市内の業者に下請けをされた部分もいくらかあったというふうには思

いますが、どのぐらいの業者があったのか、担当部長に詳しくお伺いをいたしたいとこ

ういうふうに思います。 

  以上、第２質問といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

     市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） まず第１点目の件につきまして、ご答弁を申し上げます。 

過疎法における橋りょうにつきましても、もちろんその対象にしなければならないと

いうふうに考えておりますけれど、今、そういった中で随時５３８ございますので、大

量な数字になっております。当然、その緊急に手がけなければならないという所は応急

的な補修、また、抜本的にしなければならない所は計画的に進めていかなければならな

いということになるわけでございますけれども、橋りょうの改修というのが、やはり設

計、また調査、また、広げる状況になりますと、土地の問題等ございますので、短時間

にすぐにできるという部分が課題となってきます。当然、この５３８の橋りょうをきち

っと整理する中で、これは臨時交付金のみならず、やらなければならないことは積極的

にやらなければいけないというふうに考えております。今、市民に見えるという事業を

というお言葉でございます。私どもも本年の３月補正、また、本年度の当初予算、そし

て、今回お世話になっております補正予算、こういった中で取り組んでいるもの、でき

る限り身近に皆様方のご要望を叶えられる事業をということを全面に押し出して、この

事業に取り掛かっておるところでございます。どうぞ、ご理解を賜りますように。これ

からもそういった観点からも努力をいたしたいというふうに考えておりますので、ご理

解を賜りますようによろしくお願いいたします。 

  第２点目の撤去の件につきましては、担当部長のほうからお答えさせます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 上原企画管理部長。 

○○○○企画企画企画企画管理管理管理管理部長部長部長部長（（（（上原上原上原上原    文和文和文和文和君君君君）））） それでは、ただいまの末武議員さんのご質問にお答え

させていただきます。 

ケーブルテレビの撤去のことで、以前にもご質問を受けまして、お答えもさせていた

だいておるんですけども、この共聴テレビの撤去につきましては、ＮＨＫの共聴につき

ましては、ＮＨＫの施設になっておりますので、ＮＨＫアイテックが施工いたしており

ます。それ以外につきましては市内業者に発注をいたしまして、市内業者のほうで撤去

をいたしておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 末武議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（６６６６番番番番    末武末武末武末武    徹君徹君徹君徹君）））） 結構でございます。これで私、質問を終わらせていただき
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ます。ありがとうございました。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、末武徹議員の質問が終わりました。 

  次に、５番、川勝眞一議員の発言を許します。 

  川勝議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（５５５５番番番番    川勝川勝川勝川勝    眞一君眞一君眞一君眞一君）））） 皆さん、おはようございます。議席番号５番、丹政クラ

ブ所属、川勝眞一です。それでは議長の許可を得ましたので、通告にしたがいまして、

一般質問を行います。 

  今回、農業振興について、南丹市総合振興計画（地域振興、生活基盤、都市計画）に

ついて、２１年度補正予算案「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」について、環境

計画についての質問を行いますが、同僚議員と重なる部分がありますが、答弁をお願い

いたします。 

  南丹市は本年４月１日より農地を取得、もしくは貸借する際に下限面積を１０ａに変

更され、今までは園部町と八木町が５０ａで、日吉町と美山町が３０ａで定められてい

ました。近隣の状況は、亀岡市では平成１８年４月に３０ａに改正し、京丹波町では、

丹波町と瑞穂町が４０ａで、和知町が５０ａです。向日市では、平成１２年３月に４０

ａに改正されています。そうした中、国内では３０年以上も米の生産減反が行われ、拡

大する耕作放棄地は放置されたまま、農業人口の６割が６５歳と高齢化、また、担い手

の高齢化や後継者不足、山間地で進む限界集落化など、農業を取り巻く環境は厳しくな

る。全国の耕作放棄地は３９万 ha にものぼり、埼玉県の面積に匹敵する。南丹市での耕

作地の総面積は３９．１ha で、３割が農地への復元が困難になっている状況です。農地

法で定める下限面積が市全域１０ａに改正により、メリット、デメリットがあると思い

ます。Ｉターン者により人口が増えるのは良いが、心配面は農業の厳しさや畦の草刈り、

水路の掃除など、集落の共同作業がわかっていない人が来るのでは。また、３年３作す

れば農家住宅が取得でき、申請すれば宅地にもできるように、投機的目的での農地売買

を心配します。農業委員会や自治会長、区長が申請書類の内容を適切な審査を行い、誓

約書をとり、規制をかけ、無法地帯にならないように行っていただきたい。また、目線

を変えて、農業公社、生産組合、企業の農業参入増加に新しい進め方を選択していただ

きたい。 

そこで市長に伺います。農地取得、貸借の面積の大幅な削減についての市の考えは。 

また、市町村によっては農家住宅団地をつくり、人口増加に努めているが、南丹市は

農家住宅団地などの事業計画についての考えはあるのでしょうか。 

  次に、バイオマスと液肥についてお伺いします。 

南丹市液肥利用協議会が設立され、資源循環型社会の実現のために近畿バイオマス発

見活用協議会などが、バイオマス活用討論会を八木町の氷室の郷で開かれ、経済産業省

は新エネ百選として、南丹市八木バイオエコロジーセンターを選ばれました。市長は全

国の会長もされていますので、バイオマスと液肥などの構想について市長にお伺いしま



 - 9 -

す。 

南丹市総合振興計画の地域振興で、山陰本線複線化に伴い、八木駅周辺整備を地元と

協議が行われると思いますが、本郷地域と９号を結ぶ長谷八木線での踏切移転と開通は、

いつなのかをお伺いします。 

吉富駅西土地区画整備事業について、今後、市としてどのような協力を行っていくの

か、具体的にお尋ねいたします。 

交通弱者の足であるバス交通は、市内全体の市営バスの運行状況と園部八木線の見直

しを踏まえ、昨日、市長より２２年の春を見て、コーディネーターの役割となるとの答

弁を聞きました。利用される市民の立場になって、財政面厳しいと思いますが、八木町

全体のバス運行形態を考えていただきたい。 

南丹市総合振興計画でにぎわいの市街化ゾーン形成で、今後は企業誘致の推進、地元

商店街の活性化と共に、ＪＲ駅前開発及び再開発事業の推進、住宅地整備、上下水道整

備などの市街地整備を進めようとうたってありますが、定住人口は右肩下がりです。都

市計画法で市街化区域の指定、線引きが昭和４６年１２月２８日付けで行われ、その後、

園部町では４回見直しを行われ、八木町では１回の見直しが実施されましたが、南広瀬

地区や大藪地区はあまり変わっていないように思います。にぎわいの市街化ゾーンを考

えた都市計画、用途地域の見直しの考え方は。また、都市計画法第７７条の２第１項の

規定に基づき、南丹市都市計画審議会を設置されましたが、市長は、南丹市都市計画マ

スタープランで市の将来像や土地利用、都市施設整備のあり方など明確にし、地域別の

整備方針などを明らかにし、２０年後の市の姿を展望しつつ、おおむね１０年間の南丹

市の都市づくりの基本的な方針を策定すると言われていますが、市の将来像や土地利用、

都市施設の整備の考えをお伺いいたします。 

２１年度補正予算案、地域活性化・経済危機対策臨時交付金は、本年度限りで事業実

施を行い、２２年度への繰越明許はできないと聞いていますが、市長の取り組み、使い

方を職員全員が理解されていますか、そこで使い道をお伺いいたします。 

最後に、南丹市の環境問題について。 

本市には桂川と由良川の二つの水系があり、森林面積は総面積の８８％を占めていま

す。この広大な面積を市民と行政が共に環境保全に取り組み、推進することが大切です。

現在、南丹市美しいまちづくり条例が制定されていますが、先を見据えて、総合的・計

画的な環境基本条例制定の必要があると思いますが、お考えをお聞きします。 

それに伴い、南丹市の環境基本計画の考えはどうでしょうか、それもお聞きいたしま

す。 

昨日、国は日本の温室効果ガスの排出量を０５年に比べ、１５％減とする中期目標を

発表しました。今、本市でも温室効果ガス排出量等、調査を行われておられますが、調

査内容をお伺いいたします。 

以上で、第１質問を終わります。市長の考えをお伺いいたします。 
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○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

     佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、川勝眞一議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、第１点目といたしまして、農地法における所有、もしくは賃貸をする下限面積

を１０ａに緩和したことにつきましてのご質問をいただきました。 

ご質問の中でもお話いただきましたように、農地の耕作放棄地の増大というのは大変

大きな課題になっております。南丹市におきましても、ご質問の中でご指摘をいただい

たとおりでございます。こういった中で南丹市農業委員会の皆様方から、多様な担い手

の確保により、農地の保全活用が大切であるとのご意見を受け、見直しの検討を行った

ところでございます。また、新規就農者でも取得しやすく、また、農業が注目されてお

り、新たなる参入を可能にするために市内全域を１０ａに設定するよう、昨年１０月に

京都府に意見書を提出し、京都府が本年３月に告示をいただきまして、本年４月１日か

ら、南丹市全域におきまして１０ａということになったわけでございます。こういった

中でメリット、有効に活用しなければならないということでございまして、まず、それ

は耕作放棄地の増加を食い止める。こういった中で新規就農者の育成につなげていく。

こういうことをメリットとして努力をしていきたいと思っております。失礼いたしまし

た。先ほど京都府に意見書を提出いたしましたのは昨年の８月でございました。訂正さ

せていただきます。こういった中でデメリットの面でございますけれども、農業委員会

におきましては下限面積の緩和によって、集落の共同活動が阻害される。また、安易な

取得により遊休地化がさらに増えるというようなことが発生しないように、新規就農者

につきましては農業委員会総会への出席を求め、取得後の営農計画、また、農家組織等

への参入、参画等を確認し、適正な耕作を行えるよう指導していただいておる。また、

市といたしましてもこのことにつきまして、連携をとりながらやらしていただきたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

また、農家用住宅団地の課題につきましてのご質問がございました。 

新規就農者の確保のためには、住宅のあっせんというのも課題というふうになってく

るわけでございますけれども、現在、京都府、また、京都府農業会議で行っていただい

ております就農者向けの相談窓口での問い合わせ件数、これは８９９名、これ２０年度

でございました。しかしながら、実際の就農者は平成１７年度をピークにして、減少し

ているのが実態でございまして、南丹市におきましては年間１、２名というのが現状で

ございます。こういった中で現在のところ、新規就農希望者のある場合には地元の農業

委員さん等にご相談をさしていただきまして、住居及び農地等のあっせんをお願いをい

たしておるところでございます。現在のところ、そういうふうな状況でございますので、

今後の需要動向を考えながら、この団地等につきましては考えていかなければならない、

検討していかなければならないというふうに考えておるところでございます。 

次に、バイオマス関係のご質問をいただきました。 
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南丹市バイオマスタウン構想につきましては、平成２０年の３月に公表いたしまして、

これは、先ほどのご質問にもございましたように、八木バイオエコロジーセンターから

発生いたします液肥、これを利用促進を図るということを、まず、進めておるところで

ございます。こういった中で南丹市液肥利用協議会、本年の１月にご関係の皆様方のご

尽力、ご理解を賜る中で設立をいただいたところでございます。本年度の利用につきま

しては、３２ha の利用をいただくことになっております。目標６０ha ということではじ

めておるわけでございますけれども、今後も面積の拡大を図っていく所存でございます。

これによりまして、施設の排水処理にかかる経費も削減をしていくわけでございます。

まず、この液肥利用につきましては八木地区を中心に、これからも拡大を目指して努力

をしていきたいというふうに考えております。 

また、バイオマスタウン構想の中におきましては、下水汚泥、また林地残材、製材工

場の残材や食品工場の残さ等々の利用を考えていかなければならないわけでございます

けれども、費用対効果という部分もあります。こういったことも観点で検討しながら、

鋭意進めていかなければならないというふうに考えておりますが、現在のところ、液肥

を中心に推進していくという考えでおりますので、ご理解を賜りますようにお願いいた

します。 

次に、山陰本線複線化に伴う八木駅舎等の関係、また、吉富駅周辺の関係につきまし

てのご質問をいただきました。 

これは昨日の答弁の中でも述べさせていただいておるとおりでございますけれども、

やはり八木駅の関係につきましては、西口の区画整理事業と歩調を合わせて推進してい

かなければならないと考えておるところでございます。また、先程ご質問の中でご指摘

をいただきました踏切につきましては、現在のところ複線化と同時に暫定的に使用する

という方向で進めております。最終的には国道９号との接合の点が課題となっておりま

すので、複線後、暫定的に使いますけれども、今後、完全な形での開通というのは９号

とのかかわりの中でやっていきたいというふうに考えておるところでございます。 

また、吉富駅西土地区画整理事業につきましても、昨日、答弁の中でお答えをいたし

たところでございますけれども、今、準備委員会のほうで方針決定がなされておらない

という現状がございます。今の経済状況等を考える中で中々、準備委員会の中で合意に

いたっていないということでございます。昨日も申しましたけれども、市といたしまし

ても準備委員会の皆様方と十分なご相談をさせていただきながら、早期に組合設立にい

たるように努力をいたしてまいりたいというふうに考えておるところでございますので、

ご理解を賜りますようお願いいたします。 

また、バスの関係につきましては、昨日の答弁でも申しました。園部八木線につきま

しては１便あたり、今、５月現在で１．７人ということでございます。利用者の中では

大変時間帯も不便だということもありまして、種々の課題があるわけでございますけれ

ども、バス事業者の皆さん方、また、タクシー事業者、福祉、教育関係の皆様方とも連
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携を図る中で、交通弱者といわれる皆様方のご要望に対応するためのコーディネーター

としての役割を、市としても果たしていきたいというふうに考えておりますので、どう

ぞご理解や、また、ご協力を賜りますようにお願いをいたす次第でございます。 

次に、市街化区域の課題につきましてのご質問をいただきました。 

現在、南丹市における市街化区域面積っていうのは、約１％でございます。ご質問の

中でもございましたが、市街化区域の拡大につきましては、市の人口フレームが大きく

影響するのが実態でございます。また、南丹市の現在の市街化区域内、未利用地も多く

あるのも事実でございますし、人口も若干ではございますが、減少傾向にあるというよ

うなことでございまして、現在のところ市街化区域の拡大というのは、困難な状況であ

るというふうに認識をいたしておるところでございます。こういった中で都市計画審議

会のことにつきましても、ご指摘をいただいたわけでございますけれども、将来に向け

ての土地利用、また、市街化形成のことに十分に配慮しながら、審議会の皆様方にもご

審議を賜らなければならないというふうに考えておるところでございます。やはり、こ

の点につきましては健全な市街地としての活用を図る、用途地域などの十分な精査をす

る中で整然とした市街地が形成できるように、努力をしていかなければならないという

ふうに考えておるところでございます。 

また、地域活性化・経済危機対策臨時交付金等につきましてのご質問をいただきまし

た。 

この点につきましても、これまでのご質問にお答えをいたしておるところでございま

すけれども、市民の皆様方からのご要望を十分受け止め、市民生活の安心・安全につな

がる事業、また、地域活性化につながる事業などを中心にして、努力をしてまいります。 

また、今、このことにつきまして、職員が理解しているのかというご質問をいただき

ました。 

２０年度の補正、また、２１年度の補正というふうなことで、また、こういった形で

の交付金という制度自体が大変珍しいと言いますか、初めてのケースでもございます。

こういった活用につきましては、やはりその趣旨を、また、活用できる範囲を十分に私

どもをはじめ、職員全体が受け止めなければならないということで、特に、部長会を中

心にいたしまして、この辺の情報収集や、また、その内容での周知徹底を、今、図って

おるところでございます。特に、まだ２１年度補正における経済危機対策臨時交付金に

つきましては、金額も示されておるんですが、公共事業のほうが、まだ詳しい説明がな

されてない部分もございます。この辺の振り分けも含めて、早期に情報収集しまして的

確な対応ができるように努力をしていきたいと、このように考えておりますので、ご理

解をいただきますようによろしくお願いいたします。 

次に、環境基本条例につきましてのご質問をいただきました。 

ご質問でも申していただきましたように、平成１８年に南丹市美しいまちづくり条例

を制定いたしております。この条例の中に市民、関係者の責務として美しいまちづくり
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による良好な環境の形成を求めると共に、自然景観やまち並みの保全、生活環境や水質

保全、公害防止、土地開発及び建築の規制などについても規定をいたしておるところで

ございます。私はこの南丹市美しいまちづくり条例というのは、名称は異なるものの環

境基本条例と同一のものであるというふうに認識をいたしております。こういった中で、

この美しいまちづくり条例にも則りまして、市内の真に美しいまちづくりを推進してい

かなければならないというふうに考えておるところでございます。こういった中で、今、

様々な地球環境の問題、ＣＯ2 削減の問題等々大きな論議になっておるところでございま

す。こういった中で、この南丹市美しいまちづくり条例に基づきまして、環境基本計画

を策定していかなければなりません。計画といたしましては本年度から２カ年にわたっ

て、策定作業に入ることになっております。本年度は住民アンケート、また、意識調査

などを行うことで、現状分析と資料収集を行うということで、今、進めておるところで

ございますので、よろしくお願いいたしたいと存ずる次第でございます。 

また、温室効果ガス排出等につきましては、南丹市におきまして、地球温暖化対策推

進法２１条、また京都議定書目標達成計画、これに基づきまして、平成２０年３月に南

丹市地球温暖化対策実行計画を策定いたしたところでございます。計画においては平成

１８年度を基準年度として、市の事務事業に起因して発生する温室効果ガスのうち、二

酸化炭素の排出量を算出したところ、１７２の対象施設から５，５４０ｔの二酸化炭素

が排出されているということが判明しております。平成２４年度を目標として、今後、

施設の供用が増えます下水道を除いた１４７の施設で５．５％の削減、下水道を含む全

体で４．２５％の削減を出しておるところでございます。現在、２０年度の二酸化炭素

排出量については集計を行っておるところでございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁が終わりました。 

  川勝議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（５５５５番番番番    川勝川勝川勝川勝    眞一君眞一君眞一君眞一君）））） お答えありがとうございました。 

  一つお聞きしますが、農地法取得に関する物件が４月１日以後、何件あったか。また、

旧町単位で件数のみを教えていただいたらありがたいと思います。 

それと、先ほど新規の参入者の方の件数はいただきましたんで、その件のみお願いい

たします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

     佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは担当部長のほうから。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 神田農林商工部長。 

○○○○農林商工部長農林商工部長農林商工部長農林商工部長（（（（神田神田神田神田    衛君衛君衛君衛君）））） それでは川勝議員のご質問にお答えをいたします。 

４月以降ですけれども、これ南丹市全域ってことで旧町ではございませんけれども、
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４月で６件、それから５月で４件、それから６月で４件というふうになっております。

２１年４月以降ということで下限面積が緩和されたわけなんですけれども、４月分につ

きましては、一応、申請の締切が３月になっておりますので、下限面積は旧の適用をさ

せていただきます。ですから、現実的には５月、６月という形で下限面積が緩和された

基準であがってきたわけですけれども、ですから、実際に今まで３０ａであったのが、

それ以下であがってきたというのは１件だけでございます。ですから、緩和されたこと

によりまして、緩和を持って、ドッと出てきたという状況にはなっておりません。 

  以上です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 川勝議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（５５５５番番番番    川勝川勝川勝川勝    眞一君眞一君眞一君眞一君）））） どうもありがとうございました。 

農地の関係で、やはり近隣の方が、一番農地の近隣の方が一番ご迷惑されますので、

パトロール、そして、また書類の審査、その他、よろしくお願いしたいと思います。 

        これで終わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、川勝眞一議員の質問が終わりました。 

次に、去る６月９日の高橋芳治議員の一般質問につきまして、答弁に対しまして山内

土木建築部長から発言の申し出がありました。これを許します。 

山内土木建築部長。 

○○○○土木建土木建土木建土木建築部長築部長築部長築部長（（（（山内山内山内山内    明君明君明君明君）））） ６月９日に高橋芳治議員の質問に対して、報告をさせて

いただきます。質問内容につきましては、八木駅西土地区画整理事業に対する反対者に

対して、市としてどのような対応をしているのかというご質問でございました。 

区画整理の一つの作業として、境界確定の立会いを拒否をされているものでありまし

て、この方につきましては、直接の区画整理の区域内の所有者ではなく、隣接する土地

の所有者でございます。ですから、区画整理の区域を決定するのに立会いが必要な方で

あります。この方が拒否をされているという内容につきましては、その原因の一つとし

てですけれども、平成２０年６月１日に、実は境界確定をするべしで、現地、関係者お

集まりをいただいて作業をしたわけですけれども、この方につきましては、途中で退席

をされましたので、その段階で実は、この方の所有地にあります栗の枝、この栗の枝５

０cm ほどでありますけれども、これがどうも水路のほうに出張っておったと思われます。

この枝を、もう測量業者が切ったという先方の言い分がございまして、測量業者には確

認はしたんですけれども、測量業者としては切ってないと。しかし、現実に５０cm ほど

の枝が落ちていたということから、市としてはこの方に対して再三お詫びを申し上げる

なり、ご理解をいただく対応はさしていただきました。しかしですね、この方の本旨と

いうか、この境界確定につきましては、そのあと、区画整理の準備委員会の会長さんか

らも、実は声かけをしていただいております。しかしですね、この方、ほかの案件、い

わゆる道路河川課でも進めておるんですけれども、本郷垣内線という道路改良事業がご

ざいます。ここにも１件、実は境界確定ができてない、これにつきましては、実は市と
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個人の境界じゃなしに、その原因につきましては、民地と民地、いわゆる個人間同士の

境界確定が成立しないというのが大きな要因であろうというふうに思っております。そ

の後、何回か本人さんとは境界立会いのお願いもしましたけれども、先方の言い分とし

ては、変わりはございません。今後ですけれども、この境界につきましては、また、区

画の準備委員会の委員さん、あるいはまた、市会議員さん等のお力をお借りする中で、

今後も、境界確定をしていただくように進めてまいりたいというふうに思っております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治繁治繁治繁治君君君君）））） 以上をもって、一般質問を終わります。 

 

日程第日程第日程第日程第２２２２    議案第議案第議案第議案第８６８６８６８６号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第９７９７９７９７号号号号までまでまでまで    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 次に、日程第２「議案第８６号から議案第９７号まで」を一括

して議題といたします。 

  質疑の通告はありません。 

  この際、特に質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  ただいま、議題となっております議案第８６号から議案第９７号までについては、お

手元配布の議案付託表その１のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託をいたしま

す。 

 

日程第日程第日程第日程第３３３３    請願審査請願審査請願審査請願審査についについについについてててて    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 次に、日程第３「請願審査について」を議題といたします。 

  本定例会に受理いたしました請願は１件であります。 

  お諮りいたします。 

  お手元配布の文書表記載の委員会に付託することにいたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 異議なしと認め、さよう決します。 

 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治繁治繁治繁治君君君君）））） 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、次の本会議は６月２４日午前１０時より再開をいたします。 

各委員長には誠にご苦労さんですが、付託議案審査につきまして、よろしくお願いを、

ご配慮をいただきますようお願いいたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

ご苦労さんでした。 
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午前午前午前午前１１１１００００時時時時５５５５８８８８分散会分散会分散会分散会    

  


